
（261208更新）新規恒久施設等の後利用に関する提案 

ＦＡＱ（よくあるご質問） 

 

Ｑ1 個人でも応募できますか。 

Ａ1 個人は応募できません。今回の募集の趣旨は、大会終了後の施設利活用に民間事業者の知

恵やノウハウを取り入れるためのものであるため、個人の応募は受け付けておりません。 

 

Ｑ2 ひとつの事業者（企業や団体）が、複数施設の提案をすることはできますか。 

Ａ2 できます。原則として、提案書は、施設ごとにおつくりいただくことを想定しております

ので、１つの企業・団体等が複数の施設について提案を行う場合は、複数の（施設の数だけ）

提案書をご提出いただくことになります。共同提案の場合も同じです。 

 

Ｑ3 複数の施設に適用可能な、１つのアイデアがあります。複数の施設を対象に、アイデア中

心の１つの提案書にまとめたいのですが。 

Ａ3 １つの共通アイデアでも、施設の立地条件、交通アクセスなどが異なり、アイデアのもた

らす効果も異なる場合がありますので、恐れ入りますが、提案書は施設ごとにまとめていただ

きますよう、お願いします。 

 

Ｑ4 運営の効率性や施設の魅力等を高める提案として、ひとつの事業者（企業・団体）が複数

施設の運営を一体的に行う、というような提案はできますか。 

Ａ4 できます。その場合は、ひとつの提案書に複数施設の一体的運営内容等を具体的にお書き

ください。 

 

Ｑ5 申込書を提出した事業者（企業・団体）が、その後、質問提出期間内に質問できるという

ことですが、回答はどのようにもらえるのでしょうか。 

Ａ5 申込書を提出した事業者からのご質問に対し、いただいた順番に個別に回答するようにし

ます。ご質問はまとめて、メールでお願いたします。 

 

Ｑ6 申込書を提出した後、提案書提出を辞退しても差し支えありませんか。 

Ａ6 差し支えありません。なお、その際には、辞退する旨、書面にてご連絡をお願いいたしま

す。 

 

Ｑ7 今回の提案に応募することで、今後の施設の設計・施工事業者や運営事業者の募集・審査

において、不利になることはありませんか。 

Ａ7 今回の提案募集は、あくまで東京都が施設の後利用を検討する上での参考とするものであ

り、今後行う設計・施工や運営事業者の募集・審査に影響を及ぼすものではありません。 

 

Ｑ8 本施設の施設整備は東京都が行うということでよろしいでしょうか。 

Ａ8 2020年大会時に使用する施設の整備は東京都が行います。 

  後利用の提案としては、施設を改修せず、大会時のまま使用する提案や、一部改修を民間の

手で行い、それを活用する提案など、積極的なご提案をお待ちしています。 



（261208更新）新規恒久施設等の後利用に関する提案 

 

Ｑ9 本募集における提案はどこに帰属することになりますか。 

Ａ9 本提案書に係る著作権等の知的財産権は、提案者に帰属するものとします。提出された提

案書及び提案者の名称は非公開といたします。 

  なお、募集要項にもございますが、都は、提案者と調整の上、都が作成する資料等に提案の

概要を紹介させていただくことがあります。 

  また、提案内容については、今後の後利用検討に必要な範囲において、これを無償で使用・

変更できるものとします。 


